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研究成果の概要： 

本課題研究の成果は、1885 年の文部省初等教育施策の推移を明らかにし、小学校新教科とし

ての理科の誕生と当時における科学教育の変遷の背景を解明したことである。この年の文部省

施策の推移には、これまで未解明な箇所が多く存在していたけれども、今回の研究によって、

小学校構成の構想や教則の推移及び科学教育の思想的背景など、理科新設につながる重要な諸

施策の経緯を明らかにすることができた。 
 
 
交付額 
                               （金額単位：円） 

 直接経費 間接経費 合 計 

2006 年度 1,500,000 0 1,500,000 

2007 年度 900,000 270,000 1,170,000 

2008 年度 800,000 240,000 1,040,000 

年度  

  年度  

総 計 3,200,000 510,000 3,710,000 

 
 
研究分野：理科教育史 
科研費の分科・細目：科学教育・教育工学 ・ 科学教育 
キーワード：科学教育・理科教育史 
 
１．研究開始当初の背景 
  これまでの理科教育史研究では、小学校の
教科としての“理科”は、1886 年の第一次小
学校令に基づいて作成された小学校ノ学科
及其程度の制定によって誕生したとされて
きた。しかし、実際には再改正教育令公布後
の 1885 年 12月に文部省から各府県の学事担
当者に内示された小学科課程表によって理
科が規定されていた。 
したがって、理科誕生の要因を分析する研

究においては、未曾有の経済危機に直面した
明治国家が町村の経済負担を軽減するため

に再改正教育令を公布したという文脈を無
視することはできない。しかし、これまでの
理科教育史研究においては、理科の誕生を当
時の経済情況から理解しようとする研究は
行われてこなかった。 
本課題研究の研究代表者が本課題研究申

請直前に行った研究では、理科の誕生を、従
前の物理・化学・生理などの諸教科を理科に
統一させたこと、教科の内容を科学の大意を
教授するものから自然現象・自然物の羅列に
変更したことの 2つの要素に分割し、研究す
ることを提案した。 
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研究開始当初において研究代表者が明ら
かにしたことは、主に以下の通りである。 

初等教育の現場においても経済不況への
対応が求められるなか、当時の内閣顧問
Hermann Techow が提出した勧告に基づき、文
部省は様々な改革を行っている。Techow によ
る勧告の主な内容は、級数を減らして教員数
を減らすこと、一教員あたりの受持生徒数を
増やして教員数を減らすこと、学区を大きく
して学校の数を減らすことの 3 点にあった。
さらに、Techow は当時の半年進級制が本来分
割するべきでない教科を分割しているとし
て、一年進級制の導入とともに教科の統合を
示唆した。つまり、このような経済不況の進
行とそれを背景とした公教育縮小施策が自
然科学教科の統合を進めたのである。 

さらに、小学科課程表を作成した小学校条
例取調委員のメンバーの多くは、当時の教育
雑誌等に、理学教育を実業教育的に改変する
べきであるとの論説を繰り返し掲載してい
る。小学校条例取調委員とは、御用掛森有礼
の「教育令ニ付意見」に基づいて文部卿大木
喬任が省内に設置したものであり、そのメン
バーには、権大書記官久保田譲、少書記官手
島精一、権少書記官野村綱、権少書記官中川
元、御用掛西村貞、一等属山田行元、一等属
大窪実の 7名が 1885 年 7月 25 日に任命を受
け就任した。これらのメンバーの多くが、『大
日本教育会雑誌』『教育報知』『教育時論』な
ど当時の教育雑誌に、理学教育を実業教育的
にするべきとの論説を繰り返し掲載した。実
際に、正式な教科として理科が誕生して後、
『教育時論』に連載された「新令小学校学科
程度解説」に依れば、“教育家の通論”とし
て実業教育的な教科としての理科が解説さ
れている。 
このように本課題研究の開始当初は、理科

誕生の要因として、経済不況への対応と実業
教育思想の重視といったアウトラインが解
明されている情況であった。本研究は、さら
に理科誕生の要因を解明するために、以下に
記載する「研究の目的」を掲げて、この課題
に取り組むことになった。 
 
 
２．研究の目的 
この研究の全体構想は、資本主義発展を第

一義的課題として国家建設をすすめた明治
国家が、初等教育において志向した科学教育
思想と、その科学教育思想のもとで起きた初
等科学教育の変遷要因を明らかにすること
である。 

小学校の教科として“理科”が誕生するの
は、森有礼初代文部大臣のもとでの第一次小
学校令に基づく小学校ノ学科及其程度（1886
年）であるとされている。そして、従前この
新教科“理科”は、当時強まりをみせていた

日本の軍国主義が教育政策にも影響を与え
て、教学聖旨から教育勅語に至る教育の反動
化の過程で、科学教育が切り縮められた結果
として誕生したと分析されていた。しかし、
最近の研究では、森文政期を反動化の途上の
一要素と位置付けることは不適当であり、む
しろ、森は儒学主義的徳育教育に抗して諸政
策を推進したとする評価が一般的となって
きている。つまり、従前の理科誕生分析の基
盤が揺らいできているのであって、このこと
から今日の科学教育史研究の重要な課題の
一つは、最近の教育史研究の成果に立脚して、
明治前半期の科学教育変遷過程を再検討す
ることにあると考えられる。 
本研究の全体構想は、明治国家の教育思想

の変遷を分析しながらそれが科学教育に与
えた影響を明らかにするものである。こうし
た全体構想のなかで、今回の研究課題は、“理
科の誕生と科学教育の変遷”をテーマとし、
考察の対象時期を“理科”が新教科として誕
生する再改正教育令から第一次小学校令ま
での時期と設定し、具体的には、「小学校及
小学教場教則綱領の成立過程の解明」、「小学
校及小学教場教則綱領から小学科課程表へ
の変遷の解明」、「小学校ノ学科及其程度・理
科項目の成立過程の解明」を目的とする。 
(1) 小学校及小学教場教則綱領の成立過程
の解明 
  小学校及小学教場教則綱領（案）とは、国
立国会図書館所蔵の大木喬任関係文書に納
められた「小学校及小学教場教則綱領」と題
された手書きの文書で、日付も署名もなく、
いつ誰によって書かれたのか不明のもので
ある。ただ、「小学教場」という言葉から再
改正教育令実施施策として作成されたもの
であることは間違いない。ここでとくに
「（案）」としているのは、この教則は各府県
に通達された痕跡がなく、省内の「案」で終
わってしまったものとされているためであ
る。理科教育史研究において、この綱領の成
立に関する研究は、これまでほとんどなされ
たことがなかった。この案のなかで自然科学
教科目は、従前のように物理・化学・博物な
どが規定されている。理科という教科の誕生
を研究するときには、理科を含まない“最後
のカリキュラム”としての小学校及小学教場
教則綱領を分析から外すことはできず、その
成立時期と背景の解明は重要な研究課題と
なる。 
(2) 小学校及小学教場教則綱領から小学科
課程表への変遷の解明 
  小学科課程表とは、1885 年 12 月 25 日に文
部省から各府県に内示された小学校カリキ
ュラムである。その内容は小学校及小学教場
教則綱領とは大きく異なり第一次小学校令
のもとで成立する小学校ノ学科及其程度と
近似している。理科という教科は、小学校ノ



 

 

学科及其程度の前、この小学科課程表におい
てはじめて登場する。従来の研究では、改正
教育令のもとでの小学校教則綱領と第一次
小学校令のもとでの小学校ノ学科及其程度
の間に大きな変革をみていたのであるが、実
際にはその変革は小学校及小学教場教則綱
領と小学科課程表との作成の間で起こって
いたのである。従って理科誕生の分析には、
小学校及小学教場教則綱領から小学科課程
表への変遷の解明が不可欠の研究課題とな
る。 
(3) 小学校ノ学科及其程度・理科項目の成立
過程の解明 
  小学校ノ学科及其程度第十条の「理科ハ果
物穀物菜蔬草木人体禽獣虫魚金銀鋼鉄等人
生ニ最モ緊切ノ関係アルモノ日月星空気温
度水蒸気雲露霜雪霰氷雷電風雨火山地震潮
汐燃焼錆腐敗喞筒噴水音響辺響時計寒暖計
晴雨計蒸気器械眼鏡色虹槓杆滑車天秤磁石
電信機等日常児童ノ目撃シ得ル所ノモノ」は
単純に従前の博物・物理・化学・生理の内容
を「統合」したものではない。生理の内容は
ほとんどなくなり、天文・地学関連の内容が
大量に挿入されている。理科教育史研究にお
いて、この理科項目を起草した人物はいまだ
特定されていない。本課題研究ではこの起草
者の特定を含めて、小学校ノ学科及其程度第
十条理科項目の成立過程を分析する。 
 
 
３．研究の方法 
  本研究の方法は、基本的に文献研究である。
教育法令や文部省からの通達の分析はもち
ろんのこと、各府県から町村へ出された通達
も分析対象となる。さらに、『大日本教育会
雑誌』など当時の教育雑誌に掲載された論説
も貴重な分析対象となる。これらの論説のな
かには、当時の文部省において実際の政策立
案にかかわった官僚たちの執筆によるもの
も数多く存在している。 
  本研究では、先行研究の成果に立脚して、
上記研究方法で分析した結果を積み上げる
ことで、以下のような研究成果を得ることが
できた。 
 
 
４．研究成果 
  本研究では、具体的なテーマとして、「小
学校及小学教場教則綱領の成立過程の解明」、
「小学校及小学教場教則綱領から小学科課
程表への変遷の解明」、「小学校ノ学科及其程
度・理科項目の成立過程の解明」の 3つのテ
ーマを課題とした。以下、これらのテーマご
とに研究成果を報告する。 
(1) 小学校及小学教場教則綱領の成立過程の
解明 
  このテーマの研究成果は、下記の論文①が

該当する。小学校及小学教場教則綱領は再改
正教育令に基づいて従前の小学校教則綱領
の改訂版として作成されたと考えられてい
るものである。この綱領は文部省において省
議決定に至らず案の段階で放棄されてしま
ったもので、いつの時点で作成されたものな
のか、正確には分かっていなかった。これま
での研究では、この綱領は、1885 年 7 月末に
任命された小学校条例取調委員によって再
改正教育令公布後に作成されたと考えられ
てきた。しかし、今回の研究でそうした従前
の考えは誤っており、この綱領は、1885 年 4
月から 6月までに作成されていて、小学校条
例取調委員の任命前には放棄されたことが
明らかになった。このことによって、小学校
及小学教場教則綱領は小学校条例取調委員
によって作成されたものではないことが明
らかとなった。 
(2) 小学校及小学教場教則綱領から小学科課
程表への変遷の解明 
  このテーマの研究成果は、下記の論文の②
と⑤が該当する。 
小学校及小学教場教則綱領から小学科課

程表への変遷において、重要な転換は、小学
校及小学教場教則綱領が構想する 6種類の小
学校から尋常・高等の 2階梯小学校への変更
である。学区校数指示方心得は、尋常・高等
の 2階梯小学校の学区に関して文部省から各
府県に内示された指示文書である。そのこと
から、この指示文書が何時の時点で各府県に
内示されたのかを明らかにすることは、この
テーマを検討するうえで重要な課題となる。
論文②はその課題を取り扱ったもので、結論
として学区校数指示方心得は小学科課程表
と同時期に文部省から各府県に内示された
ものであることが明らかになった。 
論文⑤は、小学校条例取調委員が小学科課

程表を作成する過程において、そのメンバー
の一人であった少書記官西村貞が果たした
役割を論じたものである。西村貞は、旧足利
藩出身の文部官僚のひとりで、この当時理学
教育の第一人者として評価を受けていた人
物である。論文では、1885 年の後半、西村が
東北から北海道へ出張していることが、小学
科課程表の各府県への内示を 12 月まで引き
伸ばしたと分析した。そして、小学校条例取
調委員がこのように慎重に小学科課程表を
議定していることから、小学校条例取調委員
にとって理科の新設は些細な事項ではなく
重要事項と認識されていたと結論した。 
(3) 小学校ノ学科及其程度・理科項目の成立
過程の解明 
  このテーマの研究成果は、下記の論文③、
④、⑥が該当する。 
  従来、理科教育史研究においては、新教科
としての理科の誕生は、儒教的で皇道主義的
な教育思想の影響を受けているという考え



 

 

が唱えられてきた。こうした考えは、再改正
教育令の下で定められた小学校教則綱領か
ら教育勅語に至る教育の変遷を一直線の反
動化と捉えて、森文政における理科の誕生を
その一環として位置付けるというものであ
った。 
  しかし、教育史研究では森有礼が儒教的徳
育教育には消極的であったことなどは広く
知られていることである。さらに今回の研究
で見出した資料では、森は小学校令のもとで
の教則においては修身を廃止しようとして
いたことが明らかになった。つまり、森文政
期を改正教育令から教育勅語に至る反動化
の一期間として位置付けることは妥当では
なく、そうした位置付けに基礎を置く従前の
理科誕生の分析も妥当性に欠くことになる。
論文④は、そのような認識に立脚して理科の
誕生と皇道主義的教育思想の関連を分析し
た。 
  論文⑥は、小学校ノ学科及其程度第 10 条
における理科項目に地文学の内容が多く取
り入れられていることを論じたものである。
これまでの理科教育史研究では、小学校ノ学
科及其程度において規定された理科は、従前
の博物・物理・化学・生理を統合したものと
されていたけれども、実際の小学校ノ学科及
其程度第 10 条の理科項目には、多くの地文
学的内容が挿入されている。論文⑥では、こ
の地文学的内容を挿入させたのは、小学校条
例取調委員のメンバーである少書記官西村
貞の理学教育思想の結果であると分析した。
西村は、地文学の内容は子どもの科学教育に
最適であるとの独自の考えをもっており、こ
の考えが取り入れられて小学校ノ学科及其
程度の理科項目が作成されたと考えられる。 
  論文③は、このテーマにおける補足的な研
究であった。これまでの理科教育史研究にお
いては、小学校ノ学科及其程度によって理科
が正式に新設された際に、教育現場では“理
科とはいったい何なのか？”といった困惑が
広がったとされていた。これは、東京高等師
範学校教諭の高橋章臣が 1907年に著した『最
近理科教授法』では、理科誕生時において、
上記の疑問が広がったことが紹介されてい
る。この著書の記載から、理科誕生時の現場
の困惑は理科教育史においては、半ば常識と
して扱われている。しかし、理科誕生当時の
教育雑誌の記事や、各府県から文部省への伺
文書には“理科とは何か？”といった疑問を
呈したものは皆無であり、さらに、高橋の著
書が理科の誕生以降 20 年後のものであるこ
となどから、理科誕生当時においてはここで
取り上げたような困惑は実際には存在しな
かったと結論付けた。 
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